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１．はじめに 

 本研究では、さいたま市南区別所第三自治会の夜間照度

改善活動の基盤となる活動方針を決定することを目的とし

て、同自治会と共同で夜間主観評価調査を行い、水平面照

度実測調査で得られた計測値と主観評価の関係について考

察した。 
２．夜間主観評価調査 

２．１ 夜間主観評価調査の概要 

 07 年 12 月 10 日 18:00～21:00 に、夜間主観評価調査を

行った。参加者は住民 11 名、学生 7 名であった。なお、

調査は水平面照度実測調査の結果と所要時間を考慮し、三

丁目に限定して行った。 
 表１に夜間主観評価調査の手順を示す。均斉度との比較

が可能なデータの収集を目的として、道路単位での主観評

価を行った。住民 11 名と学生 6 名を 4 班に分け、三丁目

全域を歩き、参加者全員が道路の明るさを各自「とても暗

い」～「とても明るい」の 5 段階で評価した。また、夜間

の明るさに関して気づいたことを記録用紙に記入した。 
２．２ 夜間主観評価調査の結果 

 図１に主観評価マップを示す。このマップは、各道路で

行った全員の主観評価の中で、最も多かった評価を用いて

道路を分類したものである。志木街道と国道 17 号線に面

している道路や幅員の広い道路では、「明るい」「とても明

るい」の評価が多くなった。住宅地では「どちらでもない」

「暗い」の評価が目立ち、街灯が多く設置されていても暗

いと感じる道路があることがわかった。なお、「とても暗い」

の評価が最も多くなる道路はなかった。 
 図２に平均照度の高低ごとにみた主観評価の結果、図３

に均斉度の高低ごとにみた主観評価の結果を示す。これら

のグラフは、調査参加者全員の主観評価を集計したもので

ある。平均照度は、道路ごとの水平面照度の各計測値を平

均した値である。平均照度が水平面照度の歩行者に対する

道路照明基準である 3lx を満たしている道路では、満たし

ていない道路より「明るい」「とても明るい」の比率が高く

なった。また、均斉度が社団法人照明学会技術基準で示さ

れている基準の 0.2 を満たしている道路でも、満たしてい

ない道路より「明るい」「とても明るい」の比率が高くなっ

た。この結果か

ら、均斉度も照

度と同様に夜間

の明るさの感じ

方に影響を与え 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
る重要な要素

であることが

わかった。ま

た、夜間の明

るさを評価す

る際に、均斉

度が有効な指

標であること

が明らかにな

った。 
 「明るい」

の評価が多か

った道路につ

いては、「門灯が点灯している」「水銀灯が設置されてい

る」「街灯の間隔が均等である」という意見が多くみられ

た。また、店舗の看板、ナトリウム灯、コンパクト蛍光

灯、マンションの明かり、自動販売機などの影響がある

道路のほとんどで、「明るい」の評価が多くなった。「暗

い」の評価が多かった道路では、「部分的に暗い」「暗い

所がある」といった、道路の明るさのムラに関する意見

が目立った。実際にこれらの道路は、均斉度の基準を満

たしていない道路であった。また、見通しの悪い道路や

樹木の影のある道路でも、「暗い」の評価が多くなる結果

となった。 

①ルートマップを見ながら主観評価をする道路に移動する。

②道路を通り抜ける。

③「とても暗い」～「とても明るい」の5段階で、道路全体

　の明るさを評価する。評価は参加者全員が各自行う。

④記録用紙に気づいたことを記入する。

→①に戻る

表１ 夜間主観評価の手順 
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図２ 平均照度の高低ごとにみた主観評価の結果

図３ 均斉度の高低ごとにみた主観評価の結果

図１ 主観評価マップ 
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 図４に平均照度

と均斉度に関する

道路分類マップ、

図５に道路種別ご

との主観評価の結

果を示す。水平面

照度と均斉度、主

観評価の関係を調

べるため、各道路を「(a)平均照度 3lx 以上かつ均斉度 0.2
以上」「(b)平均照度 3lx 以上かつ均斉度 0.2 未満」「(c)平均

照度 3lx 未満かつ均斉度 0.2 以上」「(d)平均照度 3lx 未満か

つ均斉度 0.2 未満」に分類した。平均照度と均斉度がとも

に基準を満たしている(a)の道路では「明るい」「とても明

るい」の回答が多くなり、ともに基準を下回っている(d)
の道路では「とても暗い」「暗い」の回答が目立つ結果とな

った。また、水平面照度のみが基準を満たしている(b)の道

路では、「明るい」「とても明るい」の回答の比率が「とて

も暗い」「暗い」の回答の比率を上回った。均斉度のみが基

準を満たしている(c)の道路でも同様の傾向がみられた。し

かし、(b)と(c)の「明るい」「とても明るい」の比率は (a)
の比率を大きく下回る結果となった。 
これらの結果から、照度と均斉度のどちらか一方だけで

なく、両方の基準を満たすことが望ましいことがわかった。

ひとつひとつの街灯を明るいものにするだけでなく、道路

が均一な明るさになるような街灯計画が必要である。その

ためには現状の街灯環境を見直すことが求められるが、そ

れには長い時間を要する。そのため、すぐに夜間の明るさ

を改善するためには、住民が積極的に行動することが必要

となる。 

３．懇談会 

08 年 1 月 19 日 10:00～12:00 に懇談会を行った。参

加者は住民 34 名、学生 8 名であった。 
学生から調査結果の報告を行い、その内容を踏まえて

防犯をテーマとした話し合いを数名のグループに分かれ

て行った。その結果、同自治会の今後の活動として「一

戸一灯運動」を行うことが決定した。一戸一灯運動とは、

各家庭の門灯や玄関灯を朝まで点灯する運動である。全

国的に広がっており、犯罪減少に高い効果をあげている。

各家庭が自主的に行動するこの運動は即効性があり、な

おかつ自分の手でまちを明るくしているという実感を得

ることができる。この運動を広める方法として、班会議

を開く、地区内アナウンスを行う、イベント時に住民に

呼びかけるなどの意見が出た。 
４．活動方針 

 調査の結果と懇談会での意見、役員との話し合いによ

り、今後の活動方針として、一戸一灯運動を行いながら

市に街灯環境の改善を求めることが決定した。 
 水平面照度実測調査や夜間主観評価調査を行った際、

「門灯や玄関等が点灯している家が多い通りは明るい」

という意見が非常に多かった。これらの道路は、均斉度

の基準を満たしていた。このことから、門灯や玄関灯を

点灯することが、道路を均一な明るさにすることにつな

がることがわかった。一戸一灯運動は、均斉度の面から

も有効であるといえる。 
 同自治会の今後の目標は、照度と均斉度をともに基準

を満たすための街灯計画を実現することである。一戸一

灯運動は有効ではあるが、あくまで一時的に道路を均一

な明るさにするための運動であり、この運動をきっかけ

に住民の防犯に対する意識向上を図ることが目的である。 
 地区全体の防犯意識を高め、犯罪を未然に防ぐととも

に、市には防犯対策に力を入れている自治会としてアピ

ールする。このような活動が後の街灯環境の改善につな

がると考えられる。 
５．まとめ 

 均斉度に着目した調査から、住民は均斉度が高い道路

を明るく感じることがわかった。そのため、街灯計画は

照度だけでなく均斉度も考慮した上で行わなければなら

ないことが明らかになった。 
本研究では、同自治会に対して今後の活動の基盤とな

る活動方針として、一戸一灯運動を行いながら防犯意識

の高い自治会として市にアピールし、街灯環境の改善を

求めることを提案した。この方針をもとに、住民主体の

夜間照度改善活動が行われる。懇談会では積極的な意見

交換があり、調査に対する関心も非常に高い自治会であ

るため、今後の活動に期待できる。 
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図５ 道路種別ごとの主観評価の結果

図４ 平均照度と均斉度に関する道路分類マップ
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